
・職   種： 薬剤師 
・所  属： 葛城保健所 
・役  職： 主任技師 
・採用年度： 平成２５年度 
・出 身 校： 近畿大学大学院 
              薬学研究科 

●担当業務について 
 管内の食品に関する許可、監視及び相談業務を 
担当しています。 
 

○食品営業許可業務 
-飲食店などの食品関係の許可に関する業務を行ってい
ます。 

 

○監視業務 
-飲食店や食品工場などに立入り、衛生監視業務を行っ
ています。 

 

○食品に関する相談業務 
-県民や営業者から食品に関する相談に応じています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

●奈良県職員を志望したきっかけ、理由 
 

・私は奈良県で育ち、自然が多く利便性の高い奈良県が大好きです。 
 

・奈良県では、行政(食品・環境・薬事)や病院での業務と多岐にわたり経験できると
思ったので、志望しました。 

●メッセージ 
 今、薬剤師を目指している方で、病院や薬局での調剤や企業での営業以外の仕事に就いてみた
い方に“是非おススメ” です。食品、環境、薬事といった多岐にわたる業務を体験することができ、 
広い視野を持った薬剤師になれるでしょう。   
 公務員志望の皆さん、果敢にチャレンジしてください!! 

●ある一日のスケジュール 
 

 8:30    始業 
朝礼を行い、1日の業務
を課内で打ち合わせをし
ます。 

 

 9:30    収去検査 
飲食店等に立入りして、
食品を持ちかえります。 
 

11:30     収去検体搬入 
持ちかえった食品を県の
検査機関に搬入します。 

 

12:00    休憩 
 

13:00    新規施設立入検査 
開店を予定している食品
営業施設を立入検査し、
許可の可否を判断します。 

 

16:30     報告書作成 
収去検査や立入検査に
関する報告書を作成しま
す。 

 

18:30    退庁 

●仕事のやりがい 
 食品工場に検査で立ち入ると、食品がどのように作られてい
るかを知ることができ、私たちの生活に密着した食品について
勉強することができます。また、食品について相談された方か
ら、『保健所に相談して良かった』と感謝されることもあり、大変
やりがいがあります。 


